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令和５年９月 総合スポーツセンター調査検討特別委員会行政報告資料 

企 画 部 

文 化 ス ポ ー ツ 部 

産 業 部 

 

呉市総合スポーツセンター（ミツトヨスポーツパーク郷原）の施設移転・再配置（案）について 

 

１ 経緯 

呉市総合スポーツセンター（以下「ミツトヨスポーツパーク郷原」といいます。）の各スポーツ施設の移転・再配置について，令和４年

８月の議会協議会では，移転先となる地区を示し，令和５年６月の特別委員会では，具体的な候補地（案）の報告を行いました。 

また，各スポーツ施設の移転・再配置については，具体的な候補地を含め，関係する各競技団体等から改めて意見を聞いた上で各施設の

基本的な仕様を検討するとともに，入船山公園多目的広場と広多賀谷緑地については，地質調査も実施し，移転・再配置が可能であること

を確認しました。 

この度，これらの意見や調査結果を基に整備内容及びイメージ図の作成並びに概算事業費の算出を行いました。ただし，概算事業費につ

いては，今後の基本設計及び実施設計の中で詳細な仕様を決定し，事業費を確定していきます。 

今後，基本設計及び実施設計を行うに当たっては，他自治体のスポーツ施設整備実績なども研究しながら，施設の利便性の向上を追求す

るとともに，移転・再配置により，各施設が利用できない期間ができるだけ生じないよう効率的な手法や工法を検討していきます。 
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２ ミツトヨスポーツパーク郷原の各スポーツ施設の利用期限及び整備期間（案）  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和５年６月の特別委員会において，入船山公園多目的広場（ソフトボール等）については，虹村公園を候補地として示しましたが，

不均等な地盤沈下が見込まれるため，防球ネットや照明柱の設置に多額の事業費が必要となることから，整地など一定の整備にとどめ，

市内の別の場所においても候補地を検討することとします。 

 

 

 

 

 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 移転・再配置候補地（案）

利用期限

整備期間

利用期限

整備期間

利用期限

整備期間

利用期限

整備期間

利用期限

整備期間

利用期限

整備期間

施 設 名

① 陸上競技場 　入船山公園多目的広場

②
多目的グラウンド
（サッカー等）

　広多賀谷緑地

③ 野　球　場 　広多賀谷緑地

④ テニスコート 　野外活動センター

⑤ 弓　道　場 　野外活動センター

⑥
入船山公園多目的広場
（ソフトボール等）

陸上競技場の移転に伴う利用期限（令和８年３月）
　虹村公園　他

令和１０年３月まで利用可能

令和７年３月まで利用可能

令和７年８月まで利用可能

令和１１年１０月まで利用可能

令和１１年１０月まで利用可能
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３ 整備内容 

 ① 陸上競技場 

項 目 内 容 

配 置 場 所 入船山公園多目的広場（整備面積 １９，０００㎡） 

事 業 期 間 令和５年度～令和９年度 

事業費（概算） 約２８億円 

仕 様 

トラック（全天候舗装）：４００ｍ×８レーン ＜日本陸上競技連盟第３種公認＞ 

フィールド（天然芝又は人工芝）：１０５ｍ×６８ｍ 

サブトラック：１００ｍ（直走路） 

主 要 設 備 観客席：約１，０００席，芝スタンド 

附 属 施 設 
ウォーミングアップスペース，多目的グラウンド，写真判定室，会議室，放送室，医務室，更衣室， 

シャワー室，夜間照明，器具庫，トイレ，緑地 

駐 車 場 台 数 約４００台，大型バス駐車場 
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※イメージ図のため，今後，設計等によりレイアウト等が変更になる場合があります（以下同じ。）。 
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 ② 多目的グラウンド（サッカー等） 

項 目 内 容 

配 置 場 所 広多賀谷緑地（整備面積 ３１，０００㎡） 

事 業 期 間 令和５年度～令和７年度 

事業費（概算） 約１６億円 

仕 様 公認ピッチ：１１５ｍ×７８ｍ  コート数：３面  舗装：人工芝   

附 属 施 設 管理棟，放送設備，ベンチ，スコアボード，防球ネット，夜間照明（１面），トイレ，器具庫，緑地  

 ③ 野 球 場 

項 目 内 容 

配 置 場 所 広多賀谷緑地（整備面積 １４，０００㎡） 

事 業 期 間 令和５年度～令和７年度 

事業費（概算） 約１８億円 

仕 様 
両翼：９８ｍ，中堅：１２２ｍ 

内野・外野舗装：クレイ系舗装 

主 要 設 備 芝スタンド 

附 属 施 設 
本部席，放送設備，ブルペン，ダッグアウト，バックスクリーン，防球ネット，夜間照明，スコアボード， 

倉庫，トイレ，緑地 

 ②・③ 共通 

駐車場台数 約２５０台，大型バス駐車場 
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 ④ テニスコート 

項 目 内 容 

配 置 場 所 野外活動センター（整備面積 ８，０００㎡） 

事 業 期 間 令和８年度～令和１１年度 

事業費（概算） 約１３億円 

仕 様 砂入り人工芝コート：１２面 

附 属 施 設 管理棟，防球ネット，夜間照明，倉庫，トイレ 

 ⑤ 弓 道 場                                                                            

項 目 内 容 

配 置 場 所 野外活動センター（整備面積 ２，５００㎡） 

事 業 期 間 令和８年度～令和１１年度 

事業費（概算） 約２億円 

仕 様 近的（２８ｍ）：５射場  遠的（６０ｍ）：６射場 

主 要 設 備 審判席，控室，巻わら室，道具室 

附 属 施 設 倉庫，トイレ，夜間照明 

④・⑤ 共通 

駐車場台数 約７０台 
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４ 事業費，財源及び発注方法 

 (1) 事業費 

   ミツトヨスポーツパーク郷原の各施設と同程度の施設を整備する場合の事業費に配置場所における個別要因を加算し，概算事業費を算 

出しています（現時点において算出した概算事業費であり，今後の基本設計及び実施設計により変更する場合があります。）。 

施 設 配置場所 事業費（概算） 

① 陸 上 競 技 場 入船山公園多目的広場 約２８億円 

② 多目的グラウンド（サッカー等） 広多賀谷緑地 約１６億円 

③ 野 球 場 広多賀谷緑地 約１８億円 

④ テ ニ ス コ ー ト 野外活動センター 約１３億円 

⑤ 弓 道 場 野外活動センター 約２億円 

 
  計 約７７億円 

 

⑥ 入船山公園多目的広場（ソフトボール等） 虹村公園 他 調整中 

 

 (2) 財源 

  各スポーツ施設の整備に当たっては，国，広島県，各種法人等の補助金などを検討し，引き続き有利な財源の確保に努めていきます。 

 

 (3) 発注方法 

  発注に当たっては「呉市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討ガイドライン」により，新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り，

効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに，市民に対する低廉かつ良好な行政サービスの提供を確保することで，地域経済の健全

な発展に寄与できるような発注方法を検討します。 
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５ 今後のスケジュール（予定） 

時 期 内  容 

令和５年 ９月 

・売却先である株式会社ディスコとミツトヨスポーツパーク郷原（土地・建物・構築物を含みます。以下同じ。）

に係る売買仮契約※を締結 

・ミツトヨスポーツパーク郷原の所有権が株式会社ディスコに移転した後（令和６年４月１日以降）に，当該施設

を呉市が借り受けて，スポーツ施設として管理・運営をするための使用貸借仮契約※を締結 

※仮契約には，財産処分議案議決後に本契約に移行する特約事項を規定 

令和５年１０月臨時会 

又は  １１月臨時会 

(調整中) 

①呉市スポーツ施設条例の一部改正議案 

  ミツトヨスポーツパーク郷原は，呉市スポーツ施設条例（平成１７年呉市条例第１１８号）で設置する公の施

設（行政財産）であることから，株式会社ディスコに売却するに当たり，令和６年４月１日付けで公の施設とし

ての用途を廃止し，売却可能な普通財産とするもの 

②財産処分議案 

  ミツトヨスポーツパーク郷原を株式会社ディスコに売却するもの（所有権移転は令和６年４月１日） 

令和５年１２月定例会 

①新総合スポーツセンター条例の制定議案 

  株式会社ディスコへの所有権移転後（令和６年４月１日以降），呉市が借り受けたスポーツ施設を，再び公の

施設として位置付け，現状どおり利用できるよう新たに総合スポーツセンター条例を制定するもの 

②指定管理者指定議案 

  再び公の施設として位置付けた総合スポーツセンター（以下「総合スポーツセンター」といいます。）につい

て，令和６年４月１日からミツトヨスポーツパーク郷原の現指定期間が満了する令和７年３月３１日までの１年

間，現指定管理者を新たな指定管理者として指定するもの 

③補正予算 

  スポーツ施設の設計等に関する補正予算の提出 

令和６年 ４月 

・呉市から株式会社ディスコにミツトヨスポーツパーク郷原の所有権を移転 

・株式会社ディスコから呉市がミツトヨスポーツパーク郷原をスポーツ施設として借受け 

・新たな指定管理者による総合スポーツセンターの各スポーツ施設の管理・運営を開始 

 


